
 

 

令和８年第２回芦屋町議会定例会 

 

会期日程（案）           １２日間   自 令和 ８年 ６月１１日 

至 令和 ８年 ６月２２日 

月 日 曜 種 別 内     容 開始時刻 

６月１１日 木 本会議 
議案上程、提案理由説明、質疑、委員会付託 

（本会議終了後、議会広報委員会） 
午前 10 時 

  １２日 金 本会議 一般質問 午前 10 時 

  １３日 土 休 会   

  １４日 日 休 会   

  １５日 月 本会議 一般質問 午前 10 時 

  １６日 火 委員会 付託議案審査 午前 10 時 

  １７日 水 委員会 付託議案審査 午前 10 時 

  １８日 木 休 会   

  １９日 金 休 会 予備日  

  ２０日 土 休 会   

  ２１日 日 休 会   

  ２２日 月 本会議 
委員長報告、質疑、討論、表決 

（本会議終了後、全員協議会、議会広報委員会） 
午前 10 時 
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                           令和8年6月11日　午前10時　開議

日程第１ 会 期 の 決 定

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第３

日程第４ 議案第13号 芦屋町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

日程第５ 同意第３号 芦屋町固定資産評価審査委員会委員の選任について

日程第６ 同意第４号 人権擁護委員の候補者の推薦について

日程第７ 同意第５号 芦屋町農業委員会委員の任命について

日程第８ 同意第６号 芦屋町農業委員会委員の任命について

日程第９ 同意第７号 芦屋町農業委員会委員の任命について

日程第10 同意第８号 芦屋町農業委員会委員の任命について

日程第11 同意第９号 芦屋町農業委員会委員の任命について

日程第12 同意第10号 芦屋町農業委員会委員の任命について

日程第13 同意第11号 芦屋町農業委員会委員の任命について

日程第14 同意第12号 芦屋町農業委員会委員の任命について

日程第15 議案第38号 芦屋町事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について

日程第16 議案第39号 芦屋町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

日程第17 議案第40号 令和８年度芦屋町一般会計補正予算（第１号）

日程第18 議案第41号 芦屋港ボートパーク交流エリア整備工事（電気設備）請負契約
の締結について

日程第19 議案第42号 城山公園法面整備工事（唐戸側）請負契約の締結について

 令 和 ８ 年 第 ２ 回 芦 屋 町 議 会 定 例 会

議　事　日　程　（１）

行 政 報 告
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日程第20 議案第43号 移動式排水ポンプ等購入契約の締結について

日程第21 議案第44号 タウンバス中型車両購入契約の締結について

日程第22 承認第２号 専決処分事項の承認について

日程第23 承認第３号 専決処分事項の承認について

日程第24 報告第４号 令和７年度芦屋町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい
て

日程第25 報告第５号 令和７年度芦屋町モーターボート競走事業会計予算繰越計算書
の報告について

日程第26 報告第６号 令和７年度芦屋町公共下水道事業会計継続費繰越計算書の報告
について

日程第27 報告第７号 令和７年度芦屋町公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告に
ついて

日程第28 発議第１号 観光施策の推進に関する決議について
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議案第３８号 

 

芦屋町事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

芦屋町事務手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町事務手数料条例（平成１２年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

手数料の名称 単位 金額 

住民票の写しの交付 １通 300円 

住民票の除票の写しの交付 １通 300円 

住民票の記載事項証明 １通 300円 

住民票の除票の記載事項証明書 １通 300円 

戸籍附票の写しの交付 １通 300円 

戸籍の附票の除票の写しの交付 １通 300円 

印鑑登録証明 １通 300円 

印鑑登録証明の亡失に伴う再登録 １件 400円 

身分証明 １通 300円 

住民基本台帳の閲覧 １件 300円 

埋火葬許可証の写しの交付 １通 300円 

所得証明 １件 300円 

納税証明 １件 300円 

固定資産課税台帳登録事項証明書（土地・家屋） １通 300円 

固定資産課税台帳の閲覧（縦覧期間を除く） １件 300円 

固定資産台帳の閲覧（土地・家屋） １件 300円 

住宅用家屋証明 １通 300円 

地籍図の写しの交付 謄写による印刷物 

（Ａ３サイズまで） 

１枚 300円 

地番図（字図）の写しの交付 データ出力による印刷物 １枚 300円 
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（Ａ３サイズまで） 

地籍集成図の写しの交付 謄写による印刷物 

（Ａ０サイズ） 

１枚 800円 

地番図電子データの写しの交付 実施機関が用意する電磁 

的記録媒体に複写したも 

の（実施機関指定のデー 

タ形式に限る） 

１式 10,000円 

工事履行証明 １通 300円 

市街化区域及び市街化調整区域に関する証明 １通 300円 

都市計画用途地域の証明 １通 300円 

自動車保管場所使用承諾の交付 １通 300円 

町営住宅家賃証明 １通 300円 

町営住宅居住証明 １通 300円 

その他の証明 １件 300円 

附 則 

この条例は、令和８年９月１４日から施行する。 
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議案第３９号 

 

芦屋町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

芦屋町印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町印鑑条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町印鑑条例（昭和５２年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、登録者であって個人番号カード（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２

条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）、特定在留カード（出入国

管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１項に規定

する特定在留カードをいう。以下同じ。）又は特定特別永住者証明書（日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法

律第７１号）第１６条の２第１項の規定による特定特別永住者証明書をいう。以下同

じ。）の交付をうけている者が自ら出頭して前項の申請をしようとするときは、個人

番号カード、特定在留カード又は特定特別永住者証明書を職員に提示することをもっ

て、登録証を添えることに代えることができる。 

第１３条第３項中「個人番号カード」の次に「、特定在留カード又は特定特別永住者

証明書」を加える。 

第１３条の２第１項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第１７条の規定による」を削り、「個人番号カード」の次に「、特定在留

カード若しくは特定特別永住者証明書」を加え、「第１２条の２第４項第２号ロ」を

「第１２条の２第４項第３号ロ」に改め、同項ただし書を次のように改める。 

ただし、個人番号カード、特定在留カード又は特定特別永住者証明書は、電子署名

等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第

１５３号。以下この項において「法」という。）第２２条第１項に規定する個人番号

カード用利用者証明用電子証明書が同条第７項（法第２２条の３第２項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定により記録されているものに限る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４１号 

 

芦屋港ボートパーク交流エリア整備工事（電気設備）請負契約の締結につ

いて 

 

芦屋港ボートパーク交流エリア整備工事（電気設備）に関し、次のとおり工事請負契

約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年条例第２０号）第２条の規定により、本町議会の議決を求める。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長 貝 掛  俊 之 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的  芦屋港ボートパーク交流エリア整備工事（電気設備） 

 

２ 契約の方法  一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  一金６４，２８０，６５１円也（消費税込み） 

 

４ 契約の相手方  住  所 福岡県北九州市八幡西区鳴水町１５番２号 

会 社 名 株式会社 ふちわき 

代表者名 代表取締役 淵脇 政博 
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（案）

1 芦屋港ボートパーク交流エリア整備工事（電気設備）

2 工 事 場 所 福岡県遠賀郡芦屋町西浜町3843-1外

3 工 期 令和8年6月30日　から　

令和9年3月31日　まで

4 一金64,280,651円也

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥5,843,695－）

5 請負代金額の10/100以上　一金6,430,000円也

6 前 払 有 ・請負代金額の40％以内

中 間 前 払 有 ・請負代金額の20％以内

完 了 払

7 契約不適合責任期間 引渡の日から1年

故意又は重大な過失により生じた場合は民法の定めるところによる

8 建設発生土の搬出先等 仕様書に定めるとおり

  上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添

の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

発注者 住所 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号

氏名 芦 屋 町 長　　　貝 掛  俊 之

受注者 住所 福岡県北九州市八幡西区鳴水町15番2号

氏名 株式会社　ふちわき

代表取締役　淵脇　政博

工 事 請 負 契 約 書

令和8年6月29日

工　 事　 名

　　 完了引渡後、正当な請求書を受理した日から40日以内

請負代金額の支払

契約保証金

請負代金額
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台帳番号

1 一般競争入札

2 芦屋港ボートパーク交流エリア整備工事（電気設備）

3

4 芦屋町役場2Ｆ　財政課

5 予定価格（消費税抜き） (事前公表)

6 最低制限価格（消費税抜き） (事前公表)

7 入札価格（消費税抜き） （落札率  91.6％）

8

9 請負代金額（消費税込み）

  

¥ 64,280,651- （うち消費税  \ 5,843,695-）

3 北筑電業　株式会社

4 株式会社　クラフティア　北九州支店

くじ決定

58,436,956

5 株式会社　ふちわき

6 九昭電設工業　株式会社 58,436,956

58,436,956

8

15

開 札 場 所

開 札 日 時

工 事 名

契 約 方 法

14時40分令和8年5月22日

入 札 結 果 表

備　　考

¥ 58,436,956-

58,436,956

入札者及び入札価格

（消費税抜き）
入札価格

有限会社　中西電気商会　芦屋支店

入 札 者

2 伊藤電機　株式会社

¥ 63,761,000-

¥ 58,436,956-

1

58,436,956

58,436,956

西部電業　株式会社 - 辞退

7 九州機電　株式会社 58,436,956

9 有限会社　大幸電気 - 辞退

10 株式会社　平和電業社 - 辞退
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議案第４２号 

 

城山公園法面整備工事（唐戸側）請負契約の締結について 

 

城山公園法面整備工事（唐戸側）に関し、次のとおり工事請負契約を締結したいの

で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条

例第２０号）第２条の規定により、本町議会の議決を求める。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長 貝 掛  俊 之 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的  城山公園法面整備工事（唐戸側） 

 

２ 契約の方法  一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  一金６０，６２３，８６０円也（消費税込み） 

 

４ 契約の相手方  住  所 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３４－３７ 

会 社 名 三基建設 

代表者名 代表者 井澤 義則 
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（案）

1 城山公園法面整備工事（唐戸側）

2 工 事 場 所 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿2020

3 工 期 令和8年6月30日　から　

令和9年3月5日　まで

4 一金60,623,860円也

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥5,511,260－）

5 芦屋町財務規則第72条第1項第1号の規定による（履行保険証券）

6 前 払 有 ・請負代金額の40％以内

中 間 前 払 有 ・請負代金額の20％以内

完 了 払

7 契約不適合責任期間 引渡の日から2年

故意又は重大な過失により生じた場合は民法の定めるところによる

8 建設発生土の搬出先等 仕様書に定めるとおり

9 解体工事に要する費用等 別紙のとおり

  上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添

の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

発注者 住所 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号

氏名 芦 屋 町 長　　　貝 掛  俊 之

受注者 住所 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３４－３７

氏名 三基建設

代表者　井澤　義則

工 事 請 負 契 約 書

令和8年6月29日

工　 事　 名

　　 完了引渡後、正当な請求書を受理した日から40日以内

請負代金額の支払

契約保証金

請負代金額
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台帳番号

1 一般競争入札

2 城山公園法面整備工事（唐戸側）

3

4 芦屋町役場2Ｆ　財政課

5 予定価格（消費税抜き） (事前公表)

6 最低制限価格（消費税抜き） (事前公表)

7 入札価格（消費税抜き） （落札率  92.0％）

8

9 請負代金額（消費税込み）

  

¥ 60,623,860- （うち消費税  \ 5,511,260-）

3 有限会社　潮建設

4 有限会社　前山建設

55,112,600

5 有限会社　明和工務店

6 有限会社　後藤組 55,112,600

55,112,600

8

11

開 札 場 所

開 札 日 時

工 事 名

契 約 方 法

10時20分令和8年5月22日

入 札 結 果 表

備　　考

くじ決定

¥ 55,112,600-

55,112,600

入札者及び入札価格

（消費税抜き）
入札価格

三基建設

入 札 者

2 株式会社　川建組　芦屋支店

¥ 59,905,000-

¥ 55,112,600-

1

55,112,600

55,112,600

株式会社　エトウ　芦屋支店 55,112,600

7 芦屋産業　株式会社 55,112,600

9 株式会社　藤コンテック 59,908,046 失格
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議案第４３号 

 

移動式排水ポンプ等購入契約の締結について 

 

移動式排水ポンプ等に関し、次のとおり購入契約を締結したいので、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２０号）第３条の

規定により、本町議会の議決を求める。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長 貝 掛  俊 之 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的  移動式排水ポンプ等の購入 

 

２ 契約の方法  一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  一金７０，９５０，０００円也（消費税込み） 

 

４ 契約の相手方  住  所 福岡市中央区平尾 3丁目 17 番 6号 

会 社 名 ジーエム市原工業 株式会社 

代表者名 代表取締役 澤田 悦幸 
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１．物品の名称 移動式排水ポンプ等

２．納入場所 別紙仕様書のとおり

３．契約金額

（注）

４．契約保証金 10/100以上　一金7,100,000円也

５．納入期限

車両　　　　　　　令和9年3月19日

６．代金の支払方法 検収完了後、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払う。

  上記の契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって公正な物品購入契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。

　本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

発注者 住所 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号

氏名

受注者 住所 福岡市中央区平尾3丁目17番6号　　　　　　　　　　　　　

氏名 ジーエム市原工業　株式会社　

　　　代表取締役　澤田　悦幸 　 ㊞

購　入　契　約　書（案）

令和8年6月29日

　　  芦屋町長　　貝掛　俊之　　㊞

一金70,950,000円也（うち消費税・地方消費税6,450,000円を含む）

移動式排水ポンプ　令和8年7月15日 

「取引きに係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税
法及び地方消費税法の規定により算出したもので、契約
金額に10/110を乗じて得た額である。
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台帳番号

1

2 移動式排水ポンプ等

3

4

5 （事後公表）

6 （事前公表）

7 （落札率  99.1％）

8 入札者及び入札価格

9 契約金額（消費税込み）

入 札 結 果 表

3

72,500,000

入 札 価 格

10時00分令和8年5月22日

備　考

ジーエム市原工業　株式会社

\ 64,500,000－入札価格（消費税抜き）

64,500,000 落札

入 札 者
第１回 第２回 第３回

1 愛知ポンプ工業　株式会社　北九州営業所

65,400,000

2

一般競争入札契 約 方 法

件 名

入 札 場 所 芦屋町役場4Ｆ　41会議室

入 札 日 時

¥ 70,950,000- （うち消費税  \ 6,450,000-）

\ 65,096,000－予定価格（消費税抜き）

最低制限価格（消費税抜き） 設定なし

2

株式会社　福岡トーハツ　北九州営業所
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議案第４４号 

 

タウンバス中型車両購入契約の締結について 

 

タウンバス中型車両に関し、次のとおり購入契約を締結したいので、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２０号）第３条の

規定により、本町議会の議決を求める。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長 貝 掛  俊 之 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的  タウンバス中型車両の購入 

 

２ 契約の方法  指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額  一金３２，８９０，０００円也（消費税込み） 

 

４ 契約の相手方  住  所 福岡県北九州市小倉北区西港町１５番１５号 

会 社 名 いすゞ自動車九州株式会社 北九州支店 

代表者名 支店長 福間 清二 
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１．物品の名称

２．契約金額

（注）

３．契約保証金 芦屋町財務規則第72条第1項第5号の規定により免除

４．納入期日

５．納入場所

６．代金の支払方法 検収完了後、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払う。

  上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て、別添の条項によって公正な物品購入契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す

るものとする。

　本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

発注者 住所 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号

氏名

受注者 住所 福岡県北九州市小倉北区西港町１５番１５号

いすゞ自動車九州株式会社　北九州支店

氏名        支店長   　福間　清二  　㊞

購　入　契　約　書（案）

令和8年6月29日

　　  芦屋町長　　貝掛　俊之　　㊞

令和9年3月31日

芦屋町が指定する場所

タウンバス中型車両

一金32,890,000円也（うち消費税・地方消費税2,990,000円を含む）

「取引きに係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税
法及び地方消費税法の規定により算出したもので、契約
金額に10/110を乗じて得た額である。
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台帳番号

1

2

3

4

5 （事後公表）

6 （事前公表）

7 （落札率  84.9％）

8

9 契約金額（消費税込み） （うち消費税  \ 2,990,000-）

入札者及び入札価格

¥ 32,890,000-

設定なし

入札価格（消費税抜き）

最低制限価格（消費税抜き）

29,900,000

入 札 価 格
入 札 者

辞退

予定価格（消費税抜き）

3

入 札 結 果 表

九州日野自動車　株式会社

1 いすゞ自動車九州株式会社

第１回 第２回 第３回

10時00分

タウンバス中型車両

令和8年4月24日

\ 29,900,000－

指名競争入札

芦屋町役場4Ｆ　41会議室

契 約 方 法

件 名

入 札 日 時

入 札 場 所

\ 35,206,950－

備　考
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承認第２号 

 

専決処分事項の承認について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、本町議会の承認を求める。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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専 決 処 分 書 

 

 

芦屋町税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月３１日 

芦屋町長 貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町税条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町税条例（昭和２９年条例第１０９号）の一部を次のように改正する。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第８１

条の６第１項の申告書、」を削る。 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「特定

配当等」という。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において

同じ。）」を加える。 

第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１

項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同

項を同条第２項とする。 

第８１条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第８１条第２項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び

第４項を削る。 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

第８２条（見出しを含む。）、第８３条の前の見出し及び同条並びに第８５条の

前の見出し及び同条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別

割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に、

「第３３条の３様式」を「第３３号の５様式」に改め、同条第２項中「第３３号の

４の２様式」を「第３３号の４様式」に、「第３３号の３様式」を「第３３号の５
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様式」に改め、同条第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に

改める。 

第８８条の見出し、第８９条（見出しを含む。）並びに第９０条の見出し並びに

同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」に、

「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を

「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に改め、「において、前条第１項の規

定の適用を受けないときは」を削り、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５

条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第７

条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とし、同条に見出しとして「（個人

の町民税の住宅借入金等特別税額控除）」を付する。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「、

附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３

項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０項」

に改め、同条第５項中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項

第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条

第２１項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則

第１５条第２１項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２３項第１号」

を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２３項

第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第１０項中「附則第１５

条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に、「３分の２」を

「２分の１」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則

第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１２

項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、

「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２５項第１

号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改

め、同条第１４項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第

２号」に、「７分の６」を「５分の３」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第

２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」を「３分

の２」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５

条第２４項第３号ロ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第１７項中

「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同

条第１８項から第２０項までを削り、同条第２１項中「附則第１５条第２８項」を

「附則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２２項中「附
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則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１９項と

し、同条第２３項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、

同項を同条第２０項とし、同条第２４項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１

５条第３６項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２５項中「附則第１５条

第４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第２２項とし、同条第

２６項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同

条第２３項とし、同条中第２７項を第２４項とし、第２８項を第２５項とし、同条

に次の１項を加える。 

26 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

１とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１７

項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」

に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４

項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」

に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を

「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２条第１９項」を

「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実演芸術公演施設」を

「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通

知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第

４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施

行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）

第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した

事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規

定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３

号を次のように改める。 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める

同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの

別 

附則第１０条の４第１項第１号中「附則第１２条の４第１項第３号」を「附則第

１２条の３第１項第３号」に改め、同条第３項中「特定被災共用土地納税義務者

（以下この項」を「特定被災共用土地納税義務者（第４号」に改め、同条の次に次

の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がす

べき申告等） 

-33-



第１０条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３

１日（第５４条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第１項の

所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第１６条の３第６項（同条

第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条

第１項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、１月３１日）までに次に

掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納

税義務者が令附則第１２条の４第１項第３号から第５号まで又は第３項第３号

から第５号までに掲げる者である場合にあっては、同条第１項第１号若しくは

第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

（２） 法附則第１６条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に令和５年度に

係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の３第１項（同条第２

項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用を受

けようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に

供する土地として使用することができない理由 

（４） その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける土地に係る令和８年度分及び令和９年度分の固定資産税につい

ては、第７４条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第４

項に規定する特定被災共用土地納税義務者（第４号において「特定被災共用土地

納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載

した申出書を町長に提出して行わなければならない。 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

（２） 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の３第３項に規定する被災区分

所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

（４） 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共

用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

（５） 法附則第１６条の３第３項の規定により按分する場合に用いられる割合

に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮
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換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額の

按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特

定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等

の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土

地である特定被災共用土地に」とする。 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３

項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から

第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和

４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年

３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１

項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令

和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を

削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の

種別割」を削る。 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第３項

第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則

第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める。 

附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第２項第２号中

「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の

３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに附則第２０条の３第２項

第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」を

「及び第７条の３第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の芦屋町税条例（次

条第１項において「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令

和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第
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１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１

１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸

術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽

自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税

の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。 

（芦屋町税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 芦屋町税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

附則第６条中「の種別割」を削る。 
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承認第３号 

 

専決処分事項の承認について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、本町議会の承認を求める。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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専 決 処 分 書 

 

 

芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月３１日 

芦屋町長 貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町国民健康保険税条例（昭和３７年条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

第２８条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第２号中「３０５，

０００円」を「３１万円」に改め、同項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の芦屋町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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報告第４号 

 

令和７年度芦屋町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

令和７年度芦屋町一般会計繰越明許費について、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり繰越計算書を調製し報告する。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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(単位：円）

既 収 入 未 収 入

特定財源 特定財源

2 総務費 1 総務管理費 人事給与システム改修事業 1,022,000 1,022,000 1,022,000

庁舎非常用電源整備事業 197,642,000 197,547,000 197,500,000 47,000

3 戸籍住民基本台帳費
戸籍附票旧氏対応システム改修事
業

2,926,000 2,926,000 1,848,000 1,078,000

3 民生費 1 社会福祉費 巡回バス購入事業 5,903,000 5,903,000 5,700,000 203,000

2 児童福祉費
物価高対応子育て応援手当支給事
業

1,040,000 1,038,000 1,038,000 0

7 商工費 1 商工費 生活応援商品券発行事業 206,348,000 24,024,000 10,721,000 13,303,000

8 土木費 2 道路橋梁費 西祇園橋架け替え事業 45,000,000 45,000,000 45,000,000

粟屋排水ポンプ施設適正管理事業 4,268,000 4,268,000 4,268,000

5 都市計画費 下水道会計補助事業（過疎債分） 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0

6 住宅費 町営住宅建替計画調査事業 4,950,000 4,950,000 4,950,000

10 教育費 4 社会教育費 中央公民館非常用電源整備事業 133,160,000 133,160,000 127,100,000 6,060,000

5 保健体育費 総合体育館非常用電源整備事業 107,210,000 107,210,000 107,200,000 10,000

11 災害復旧費 1 土木施設災害復旧費 粟屋排水ポンプ施設災害復旧事業 70,000,000 54,565,000 41,295,000 13,270,000

819,469,000 621,613,000 0 532,402,000 89,211,000合　　　　　　　　　　　　　　計

令和７年度芦屋町一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事　　業　　名 金　額 翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

一般財源
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報告第５号 

 

令和７年度芦屋町モーターボート競走事業会計予算繰越計算書の報告につ

いて 

 

令和７年度芦屋町モーターボート競走事業会計建設改良費及び営業費用について、地

方公営企業法(昭和２７年法律第２９２号)第２６条第３項の規定により、別紙のとおり

計算書を調製し報告する。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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（単位：円）

企業債
国県

補助金
損益勘定
留保資金等

41 1

404,500,000 312,420,976 92,079,024 0 0 92,079,024 0

41 1

473,000,000 0 473,000,000 0 0 473,000,000 0

（単位：円）

企業債
国県

補助金
損益勘定
留保資金等

21 1

営業費用 10,310,000 0 10,310,000 0 0 10,310,000 0

競走水面浄化
設備整備工事

1階スタンド
改修工事
監理委託

説明

施工実績に伴う
進捗率に変更が
生じたため

入札不調により
発注時期が遅れ
たため

競走事業
費用

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

説明

施工実績に伴う
進捗率に変更が
生じたため

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

翌年度
繰越額

資本的
支出

建設
改良費

建設
改良費

令和7年度　芦屋町モーターボート競走事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事業名
予算

計上額
支払義務
発生額

翌年度
繰越額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

資本的
支出

1階スタンド
改修工事
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報告第６号 

 

令和７年度芦屋町公共下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 

 

令和７年度芦屋町公共下水道事業会計継続費について、地方公営企業法施行令（昭和

２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定により、別紙のとおり継続費繰越計

算書を調製し報告する。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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予算
計上額

前年度
逓次
繰越額

計
国庫
補助金

企業債
他会計
補助金
（過疎債）

当年度
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

西祗園橋圧送
管整備工事

102,000,000 80,000,000 0 80,000,000 0 80,000,000 80,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 0

102,000,000 80,000,000 0 80,000,000 0 80,000,000 80,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 0

翌年度
逓次
繰越額

翌年度逓次繰越額に係る財源内訳

令和７年度　芦屋町公共下水道事業会計継続費繰越計算書

翌年度逓
次繰越額
に係る繰
越を要する
たな卸資
産の

購入限度
額

款 項 事業名
継続費
の総額

４．下水道事業
資本的支出

１．建設
改良費

合　　　計

令和7年度継続費
予算現額

支払義務
発生額

残額
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報告第７号 

 

令和７年度芦屋町公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

令和７年度芦屋町公共下水道事業会計建設改良費について、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、別紙のとおり繰越計算書を調

製し報告する。 

 

令和８年６月１１日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額　

国庫
補助金

企業債
他会計
補助金
（過疎債）

当年度
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円

下水道事業事務
委託要求水準書
等作成業務委託

9,009,000 0 9,009,000 0 0 0 9,009,000 0 0
他事業との調整に
不測の日数を要した
ため。

雨水管調査業務
委託

8,000,000 2,486,218 5,513,000 0 0 0 5,513,000 782 0
調査計画の策定や
調整に不測の日数
を要したため。

17,009,000 2,486,218 14,522,000 0 0 0 14,522,000 782 0

支払義務
発生額

翌年度
繰越額

合　　　計

４．下水道事業
資本的支出

１．建設
改良費

令和７年度　芦屋町公共下水道事業会計予算繰越計算書

不用額

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の購入限
度額

説明

左の財源内訳

款 項 事業名
予算
計上額
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発議第１号 

 

 

   観光施策の推進に関する決議について 

 

 

上記の議案を、別紙のとおり芦屋町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規

定により提出する。 
 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

 

 芦屋町議会議長    本 一 夫 殿 

 

 

 

提出者 芦屋町議会議員  長 島   毅 

 

賛成者 芦屋町議会議員  内 海 猛 年  

 

賛成者 芦屋町議会議員  中 西 智 昭 
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観光施策の推進に関する決議 

 

 

芦屋町は、令和５年３月に「第２期芦屋町観光基本構想」を策定し、地域特性や様々

な観光資源を活かした魅力あるまちづくりに取り組んでいる。これらは「観光によるま

ちづくり」を掲げる我が町にとって重要な施策であり、その実現に向けて日々尽力され

ている関係各位に深く敬意を表するものである。 

一方、本町には海、歴史・文化、食など多くの観光資源が存在するものの、それぞれ

のＰＲは個別に展開され、横の連携や情報発信については更なる工夫の余地がある。 

令和８年度には芦屋港レジャー港化に伴うボートパークも開業予定であり、観光客の

町内回遊および観光消費の向上へとつなげる取り組みをさらに推し進めていかなけれ

ばならない。 

また、このような観光施策の推進主体は行政と観光協会であると考えるが、観光協会

の現状は受託業務が主となっており、本来の観光施策に十分に力を注ぐことができてい

ないように思われる。 

県内唯一のあしや砂像展についても、交流人口の創出に大きく寄与してきた反面、季

節限定・単発型イベントとしての側面や、運営を担う人材・体制面における課題が指摘

されており、本イベントを将来にわたって継続していくには、イベントの実施・運営体

制の見直しを図っていく必要がある。 

以上のことから、本議会は本町に対し、持続可能で戦略的な観光振興施策への転換を

図るよう強く要望する。 

記 

 

１．観光事業主体の連携強化 

芦屋釜の里、芦屋歴史の里、マリンテラスあしや、海浜公園、芦屋港など個々の事

業主体がワンチームで観光施策に取り組む体制を検討すること。 

 

２．観光協会への支援 

行政と観光協会それぞれが担う役割を明確にし、観光協会が本来の業務である観光

施策に集中して取り組めるよう必要な人的・財政面での支援を行うこと。 

 

３．持続可能な「あしや砂像展」の在り方 

季節や天候に左右されず安定して実施できるイベントの在り方について再検討を

進めること。また、運営体制に関しても担当課の負担軽減を図るべく、実行委員会の

在り方を見直し、これに必要な人的・財政面での支援を行うこと。 

 

以上、決議する。  

 

 令和８年６月  日 

 

福岡県遠賀郡芦屋町議会     
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